
6 
 

２．高額療養費制度 
年齢や所得に応じて上限額を定め、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が１か月（歴月：１日か

ら末日まで）で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。 

・すでに高額な医療費を支払っている場合には、申請を行い、限度額適用認定証又は限度額適用・標

準負担額減額認定証の交付を受けることをお勧めします。 
 
 

３．心身障害者医療費 
 心身障害者医療費支給制度は、心身に障害がある方の福祉の増進を図ることを目的として、対象者

に医療費の一部を助成します。 

窓口 各区役所保険年金課（福祉医療係） 

対象者 

① 身体障害者手帳１・２・３級のいずれかを取得された方 

② 療育手帳○A ・A・B のいずれかを取得された方 

③ 精神障害者保健福祉手帳 1 級をお持ちの方 

④ 65 歳以上で埼玉県後期高齢者医療広域連合等の障害認定を受けている方 

＊平成 27 年 1 月 1 日以降に 65 歳以上で新たに上記に該当する心身障害者となっ

た方は助成の対象とはなりません。 

＊所得制限があります。 

・県内の指定医療機関を受診の場合、指定難病の受給者証と一緒に心身障害者医療費受給資格証を

お出しください。 

・県外の指定医療機関受診の場合は、指定難病の自己負担分を後日さいたま市に申請することで支

給を受けることができます。 

・医療機関によっては、心身障害者医療費受給者資格証を提示しても医療費の支払いが必要となる

場合がありますが、後日さいたま市に申請することで支給を受けることができます。 

 

４．年金 
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方

も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、

病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚

生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。 

＊障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。 

●障害基礎年金（国民年金加入者） 

窓口 各区役所保険年金課（年金係） 

 

窓口 加入している健康保険組合など、各保険者 
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●障害厚生年金（厚生年金加入者） 

窓口 

(担当区) 

浦和年金事務所 

（桜、浦和、南、緑） 

大宮年金事務所 

（西、北、大宮、見沼、中央） 

春日部年金事務所 

（岩槻） 

住所 浦和区北浦和５－５－１ 北区宮原町４－１９－９ 
春日部市中央１－５２－１ 

春日部セントラルビル内 

電話 ０４８－８３１－１６３８ ０４８－６５２－３３９９ ０４８－７３７－７１１２ 

ＦＡＸ ０４８－８３３－７０１９ ０４８－６５２－４７００ ０４８－７３７－７０３９ 

 
 

５．手当 

●心身障害者福祉手当 

窓口 各区役所支援課 

対象者 

① 身体障害者手帳１・２・３級 

② 療育手帳 

③ 精神障害者保健福祉手帳 1・２級 

①～③の障害に該当する、施設入所していない方で、市民税非課税の方 

＊他の福祉手当を受給している場合など、支払いが制限される場合があります。 

手当額 

月額５，０００円 

（身体障害者手帳１・２級、療育手帳○Ａ ・Ａ・Ｂ、精神障害者保健福祉手帳１級） 

月額２，５００円 

（身体障害者手帳３級、療育手帳Ｃ、精神障害者保健福祉手帳２級） 

 

●特別障害者手当 

窓口 各区役所支援課 

対象者 

重度の障害により、日常生活で常時特別の介助を必要とする 20 歳以上の方 

① 身体障害者手帳１・2 級及び療育手帳○A 程度の障害が重複している方 

② 1 つの障害であっても上記①と同程度の状態にある方 

＊施設入所や３か月を超える入院など、支払いが制限される場合があります。 

手当額 月額２７，９８０円 

 


